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告 示 
 

 亀岡市告示第１６６号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和５年１０月２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住  所 氏  名 

1 督促状 
令和5年度 
第2期 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

3 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

12 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

13 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 
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14 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

15 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

16 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

17 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

18 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

19 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

20 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

21 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

22 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

23 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

24 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

25 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

26 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

27 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

28 督促状 
令和5年度 
第3期 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１６７号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市市民生活部保険医療課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第１１２条におい

て準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和５年１０月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

令和５年度 

後期高齢者医療保険料督促状２期分 

２ 送達を受けるべき者 

№ 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６８号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により告示する。 

 

   令和５年１０月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和５年度第３期分介護保険料 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

5 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１６９号 

 

 亀岡市高校生まなび応援のための支援金支給

要綱を次のように定める。 

 

   令和５年１０月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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亀岡市高校生まなび応援のための

支援金支給要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、高等学校等に在学する生徒等

の教育に係る経済的負担の軽減を図り、もっ

て教育の機会均等に寄与するため、修学に要

する経費に対し、予算の範囲内において亀岡

市高校生まなび応援のための支援金（以下

「支援金」という。）を支給する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 高等学校等 高等学校等就学支援金の支

給に関する法律（平成２２年法律第１８号。

以下「法」という。）第２条に規定する高

等学校等をいう。 

⑵ 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第８３条に規定する大学、第  

１１５条に規定する高等専門学校、第  

１２４条に規定する専修学校及び第１３４

条に規定する各種学校をいう。 

⑶ 保護者等 法第３条第２項第３号に規定

する保護者等をいう。 

 （受給資格） 

第３条 支援金は、法第３条第１項に規定する

受給資格を有する者のうち、同条第２項第３

号に該当することにより高等学校等就学支援

金を支給されない生徒等の保護者等であり、

かつ、次の各号のいずれにも該当する者に支

給する。 

⑴ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）の規定に基づき本市の住民基本台帳に

記録されている者であること。 

⑵ 保護者等が生計を維持している高等学校

等に在学する者（以下「算定対象高校等在

学者」という。）及び保護者等が生計を維

持している大学等に在学する者（申請年度

の４月１日時点で２２歳未満の者に限る。

以下「算定対象大学等在学者」という。）

の数が２以上であること。 

⑶ 市税を滞納していないこと。 

２ 支援金は、申請年度の１２月１日時点で前

項に規定する受給資格の要件を満たしていな

い者に対しては支給しない。 

 （受給資格の認定） 

第４条 受給資格の認定を受けようとする者は、

年度ごとに市長が指定する期日までに、亀岡

市高校生まなび応援のための支援金受給資格

認定申請書（別記第１号様式）に次に掲げる

書類を添えて市長に提出し、前条に規定する

受給資格を有することについての認定を受け

なければならない。 

⑴ 算定対象高校等在学者又は算定対象大学

等在学者が高等学校等又は大学等に在学し

ていることが分かる書類 

⑵ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項に規定する申請があったとき

は、その内容を審査の上、認定の可否を決定

し、その結果を亀岡市高校生まなび応援のた

めの支援金受給資格認定（不認定）通知書

（別記第２号様式）により受給資格の認定申

請を行った者に通知するものとする。 

 （支援金の額） 

第５条 支援金の額は、前条第２項の規定によ

る資格認定を受けた保護者等（以下「認定保

護者等」という。）が申請年度内の各月にお

いて、第３条第１項に規定する受給資格の要

件を満たした月に支払った算定対象高校等在

学者（算定対象大学等在学者がおらず、かつ、

算定対象高校等在学者の数が２以上の場合に

あっては、２人目以降の算定対象高校等在学

者）の在学する高校等（以下「在学高校等」

という。）の授業料の月額（授業料の額が年

額その他月額以外の方法により定められてい



 
亀 岡 市 公 報 

 7

第９４６号令和５年１１月１５日発行 

る場合にあっては、授業料の月額に相当する

ものとして高等学校等就学支援金の支給に関

する法律施行規則（平成２２年文部科学省令

第１３号。以下「法施行規則」という。）第

５条第１項で定めるところにより算定した額

をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場

合にあっては、法施行規則第５条第２項で定

めるところにより当該授業料の月額から当該

減免に係る額を控除した額をいう。）に相当

する額（その額が在学高校等の設置者、種類

及び課程の区分に応じて高等学校等就学支援

金の支給に関する法律施行令（平成２２年政

令第１１２号）で定める額（以下「支給限度

額」という。）を超える場合にあっては、支

給限度額）とする。 

２ 前項の規定により支援金の額を算定する場

合において、保護者等が月の途中に本市に転

入した場合は転入日の属する月から支払った

授業料の月額に相当する額を、月の途中に本

市から転出した場合は転出日の属する月の前

月までに支払った授業料の月額に相当する額

を支給の対象とする。 

 （支給申請等） 

第６条 支援金の支給を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、市長が指定する

期日までに、亀岡市高校生まなび応援のため

の支援金支給申請書兼請求書（別記第３号様

式。以下「支給申請書」という。）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

⑴ 算定対象高校等在学者又は算定対象大学

等在学者が高等学校等又は大学等に在学し

ていることが分かる書類 

⑵ 保護者等が授業料を負担したことが分か

る書類 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項に規定する期限までに支給申請書の提

出が行われなかった場合、認定保護者等が支

援金の支給を受けることを辞退したものとみ

なす。 

 （支給の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請があった

ときは、その内容を審査の上、まなび応援支

援金の支給の可否を決定し、その結果を亀岡

市高校生まなび応援のための支援金支給（不

支給）決定通知書（別記第４号様式）により

申請者に通知するものとする。 

 （支給の取消し及び返還） 

第８条 市長は、申請者が虚偽又は不正な手段

により支援金の支給を受けたと認めたときは、

支給の決定を取り消し、又は既に支給した支

援金があるときは、当該支援金の全部又は一

部を返還させることができる。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、令和５年

４月１日から適用する。 

 

【別記様式 省略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 8 

第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市告示第１７０号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在不明及び外国においてすべき送達が困難であるため、亀

岡市市民生活部税務課において保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   令和５年１０月２０日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住 所 氏 名 

1 
令和5年度 督促状 
市府民税 第2期 

省略 省略 

2 
令和5年度 督促状 
市府民税 第2期 

省略 省略 

3 
令和5年度 督促状 
固定資産税 第2期 

省略 省略 

4 
令和5年度 督促状 
固定資産税 第3期 

省略 省略 

5 
令和5年度 督促状 
固定資産税 第1期 

省略 省略 

6 
令和5年度 督促状 
固定資産税 第2期 

省略 省略 

7 
令和5年度 督促状 
固定資産税 第3期 

省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１７１号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不

明であるため、亀岡市健康福祉部高齢福祉課に

おいて保管し、送達を受けるべき者の申出があ

れば交付する。 

 ここに、介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４３条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により告示する。 

 

   令和５年１０月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類 

督促状 令和５年度第４期分介護保険料 

２ 送達を受けるべき者 

 住 所 氏 名 

1 省略 省略 

2 省略 省略 

3 省略 省略 

4 省略 省略 

 

３ この書類を受領されないときは、地方税法

第２０条の２第３項の規定により、告示の日

から起算して７日を経過した時点で書類の送

達があったものとみなす。 

 

「掲示済」 
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公 告 
 

 亀岡市公告第８３号 

 

 亀岡市財務会計・文書管理システム更新業務委託について、公募型プロポーザル方式により業務

受託候補者の選定を行うので、次のとおり公告する。 

 

   令和５年１０月２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 業務概要 

 ⑴ 業務名 

 亀岡市財務会計・文書管理システム更新業務委託 

 ⑵ 業務内容 

 全庁的な決裁事務において電子化・ペーパーレス化を推進し、職員の利便性及び業務効率の

向上を図るため、データ連携による電子決裁の効率的な運用が可能な財務会計・文書管理シス

テムを導入・構築するものである。 

 ⑶ 業務期間 

  ア システム導入・構築業務 

 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

  イ サービス利用・運用保守業務 

 財務会計システム：令和６年１０月１日から令和１１年９月３０日まで 

 文書管理システム：令和７年４月１日から令和１１年９月３０日まで 

※財務会計システムのうち、予算編成に係るサブシステムのみ令和６年１０月１日から先行

稼働を開始し、残るシステムについては令和７年４月１日に本格稼働を開始する。 

 ⑷ 見積限度額（消費税及び地方消費税含む。） 

  ア システム導入・構築業務    各システム合計 １０３，０００，０００円 

  イ サービス利用・運用保守業務  各システム合計 月額１，６９４，０００円 

 

２ その他 

 詳細は、亀岡市財務会計・文書管理システム更新業務委託公募型プロポーザル実施要領による。 

 なお、現在の仕様書は案であるため、本プロポーザルにおいて選定された事業者と協議の上で

最終的な仕様を確定する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第８４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和５年１０月２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市篠町篠上西裏３０の１の一部、 

３０の３、３０の５の一部、４３の１３、

４４の１の一部、市有地 

（関連区域） 

 亀岡市篠町篠上西裏４４の９の一部、市

有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市大井町南金岐尾垣内９ 

株式会社三煌産業 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第８５号 

 

 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）第１０３条第３項の規定により、亀岡市篠

町篠企業団地土地区画整理事業の施行者である

株式会社エルハウジングから換地処分をした旨

の届出があったので、同法同条第４項の規定に

より公告する。 

 

   令和５年１０月５日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 亀岡市公告第８６号 

 

 亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準

に関する条例（平成２８年亀岡市条例第４２

号）第８条第１項第３号及び第９条第１項第３

号の規定に基づく指定区域を変更するため、同

条例第８条第２項において準用する同条例第６

条第２項の規定により、次のとおり変更案を縦

覧に供する。 

 なお、変更案について、当該指定区域の住民

及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに市

長に意見書を提出することができる。 

 

   令和５年１０月６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 変更する区域の名称及び土地の区域 

馬路地区（亀岡市馬路町、千歳町千歳、河

原林町河原尻 地内） 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

３ 縦覧期間 

令和５年１０月１０日から 

令和５年１０月２３日まで 

４ その他 

 指定区域において許容する予定建築物等の

用途は変更しない。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第８７号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、

次のとおり公告する。 

 

   令和５年１０月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件  名 

  空気清浄機の購入について 

⑵ 納品場所 

  仕様書のとおり 

⑶ 入札物品 

  空気清浄機 

⑷ 納  期 

  令和5年12月15日まで 

⑸ 最低制限価格  不採用 

⑹ 入札保証金   免除 

⑺ 契約保証金   免除 

 

２ 入札参加要件 

 参加者は、次の全ての要件に該当すること。 

⑴ 亀岡市「令和5年度 物品購入等に関す

る指名競争入札参加資格者名簿」に登録し

ている者であること。 

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16

号）第167条の4の規定に該当していないこ

と。 

⑶ 入札参加申請時において、国又は地方公

共団体等の指名停止期間中でないこと。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成3年法律第77号）第2条第2

号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）のほか、次のいずれかに該当する者

（次のいずれかに該当した者であって、そ

の事実がなくなった後2年間を経過しない

者を含む。）でないこと。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律第2条第6号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは

営業所を代表する者で役員以外の者が暴

力団員である者又は暴力団員がその経営

に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利

益を図る目的又は第三者に損害を与える

目的をもって暴力団の利用等をしている

者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を

提供し、又は便宜を供与する等、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、

又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ

れるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知り

ながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の

依頼を受けて入札に参加しようとする者 

ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれの

ある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属する者（その事

実がなくなった後2年間を経過しない者

を含む。） 

⑸ 会社更生法（平成14年法律第154号）に

基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者（更生手続開始の決定を受けている者

を除く。）又は民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者（再生手続開始の決定を

受けている者を除く。）でないこと。 

⑹ 破産法（平成16年法律第75号）に基づく

破産手続開始の申立てをしていないこと。 

⑺ 亀岡市内に本社又は本店を有する者であ

ること。 
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３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書（様式1） 

⑵ 入札参加資格要件を満たしていることの誓約書（様式2） 

 

４ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限等 手続の方法等 

一般競争入札参

加資格確認申請

書等の配布期間 

令和5年10月10日（火） 

午後3時から 

令和5年10月26日（木） 

午後5時まで 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書（以下

「確認申請書」という。）等及び仕様書等

は、亀岡市入札情報公開システム（以下「入

札情報公開システム」という。）の発注情報

閲覧からダウンロードすること。 

２ やむを得ず窓口配布を希望する場合は、問

い合わせの上配布期間内の受付時間中（令和

5年10月10日（火）は午後3時から午後5時ま

で、令和5年10月11日（水）以降は午前9時か

ら正午まで及び午後1時から午後5時まで）に

契約検査課に来庁して入手すること。ただ

し、閉庁日を除く。 

確認申請書等の

受付 

 

 

令和5年10月25日（水） 

午前9時から正午まで及び

午後1時から午後5時まで 

令和5年10月26日（木） 

午前9時から正午まで及び

午後1時から午後5時まで 

 入札に参加を希望する者は、当該の公告に示

す提出資料を提出し、入札参加資格の確認を受

けなければならない。また、提出した書類に関

し、契約担当者から説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

⑴ 提出方法 

 持参又は郵送により提出すること。 

 なお、郵送の場合は書留にて、令和5年

10月26日（木）午後5時までに契約検査課

必着とする。また、郵送時に契約検査課ま

で郵送した旨の電話連絡をすること。郵送

した旨の電話連絡がない場合は、受け付け

できないことがあるので留意すること。 

⑵ 提出書類 

 当該公告の「３ 入札参加資格確認申請

時の提出書類」に定める書類 

⑶ その他 

ア 提出書類作成等に要する費用は、申請

者の負担とし、提出された書類は返却し

ない。 
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  イ 提出書類は、公告で指定した様式にて

作成すること。 

ウ 提出された書類は、本市において無断

使用することはない。 

エ 虚偽の記載をした者は、当該業務の入

札への参加を認めないとともに、市の指

名停止措置を行うことがある。 

入札参加資格確

認通知書の送付 

令和5年10月30日（月）ま

でに発送 

 確認申請書等を提出した入札参加希望者に対

し、結果を文書により通知する。 

 入札は、「一般競争入札参加資格確認通知

書」により「参加資格有」の通知を受けた者の

みが参加できる。 

確認申請書等及

び仕様書等に関

する質問の受付 

確認申請書等に関する質問 

令和5年10月24日（火） 

午後5時まで 

 

仕様書等に関する質問 

令和5月11月1日（水） 

正午まで 

１ 確認申請書等に関する質問は、公告に示す

期間内に契約検査課において電話にて随時受

け付ける。 

２ 仕様書等に関する質問については、質問書

（様式3）にて行うこととし、電子メールア

ドレスへ電子メールにて提出すること。質問

内容を簡潔にまとめて記載して、電子メール

に添付し提出すること。 

 添 付 フ ァ イ ル は 、 「 Microsoft Word 

2010」（Windows 版）で支障なく再現できる

こと。 

 口頭による質問は受け付けない。 

 提出後、質問書を提出した旨を契約検査課

へ電話連絡すること。送付した旨の電話連絡

がない場合は、質問書を受け付けできないこ

とがあるので留意すること。 

質問に関する回

答 

確認申請書等に関する回答 

随時 

 

仕様書等に関する回答 

令和5年11月2日（木） 

午後5時まで 

１ 確認申請書等に関する質問の回答について

は、随時、原則質問者にのみ行う。 

２ 仕様書等に関する質問の回答については、

当該公告に示す日時までに電子メールにて入

札参加資格者全員に回答する。 

３ その他、不当に混乱を招くことが危惧され

ると判断した質問については、回答しない旨

を回答書に記載することがある。 

４ 回答期日までに情報公開システムにて回答

がない場合は、基本的に質問はなかったもの

とする。 
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入札日時 令和5年11月7日（火） 

午前10時（厳守） 

 入札については、「５ 入札に関する留意事

項」のとおり 

 

５ 入札に関する留意事項 

⑴ 入札方法は、紙入札とする。指定の日時に亀岡市役所入札室（市役所4階）に入札書（様式

4）を持参すること。（入札開始の10分前には到着を心掛けること。） 

⑵ 入札は、最大3回まで行うので入札書を3部準備すること。 

⑶ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 

⑷ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができ

ない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 

⑸ 入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければならない。 

⑹ 入札書に記載する金額 

 入札書に記載する金額は、「空気清浄機」一式の合計金額とする。また、落札決定に当たっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもっ

て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

⑺ 入札の辞退 

 入札に参加できない事情がある場合には、入札執行の完了に至るまでに入札辞退届（様式

5）を提出しなければならない。 

⑻ 書面による入札 

ア 代理人が入札する場合は、委任状（様式6）を提出しなければならない。この場合、入札

書に入札者の住所、商号又は名称及び代表者氏名、当該代理人の氏名を記載して、押印（代

理人の印を使用）しておかなくてはならない。 

イ 入札書は封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に商号又は名称、代表者名及び件名を記載し

押印の上、封筒の開口部を封印すること（代理人が入札する場合は当該代理人名を記載の上、

代理人の印を使用）。 

 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで再度の入札を行う場合にあって

は、この限りでない。 

ウ 開札 

 開札は、公告に掲げる入札日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて

行う。 

⑼ 入札の無効及び失格 

 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。 

 なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わることはできない。 

ア 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札 

イ 確認申請書等の提出を履行しなかった者又は確認申請書等に虚偽の記載をした者の入札 

ウ 同じ入札に2以上の入札（他人の代理としての入札を含む。）をした者の入札 
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エ 入札に関し、不正の利益を得るための

連合その他の不正行為をした者又はその

疑いのある者の入札 

オ 一般競争入札参加資格確認通知書によ

り「参加資格有」の通知を受けた後、指

名停止措置を受けて開札時点において指

名停止期間中である者等、開札時点にお

いて入札に参加する資格のない者の入札 

カ 金額を訂正した入札書又は金額を特定

することができない入札書で入札をした

者の入札 

キ 氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱又は

不明瞭のため、入札参加者又は対象案件

を特定することができない入札書で入札

をした者のした入札 

ク 入札関係職員の指示に従わない等、入

札場の秩序を乱した者 

ケ 再度入札に付して最低価格札の発表を

したにもかかわらず、当該最低価格以上

の価格で入札をした者 

コ その他入札条件に違反した者 

⑽ 落札者の決定方法 

ア 亀岡市財務規則（昭和40年亀岡市規則

第1号）第110条の規定により作成された

予定価格の制限の範囲内で最低の価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札

者とする。 

 なお、落札者となるべき同価の入札を

した者が2人以上あるときは、直ちに当

該入札者にくじを引かせ、落札者を決定

するものとする。この場合において、当

該入札者のうち開札に立ち会わない者又

はくじを引かない者があるときは、これ

に代えて当該入札事務に関係のない職員

にくじを引かせるものとする。 

イ 落札者が決定通知のあった日から指定

する期日までに契約を締結しないときは、

落札者は当該契約の相手方となる資格を

失うものとする。 

⑾ その他亀岡市財務規則に基づき執行する。 

 

６ 違約金 

 落札者が契約を締結しないときは、落札金

額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 

 

７ 契約書作成の要否 

 要 

 

８ その他 

⑴ 入札参加者は、別添の仕様書等を熟読し、

関係法令等を遵守すること。 

⑵ 本市が提示する資料及び回答書は、契約

関係書類と一体のものとして、同等の効力

を有するものとする。 

⑶ 本市が必要と認めたときは、入札を延期、

中止又は取り消すことがある。 

⑷ 落札者の決定後、当該入札に付する業務

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該業務契約を締結しな

いことがある。 

⑸ 確認申請書等に虚偽の記載をした場合に

は、当業務の入札に参加できないとともに、

亀岡市の指名停止措置を行うことがある。 

⑹ 上記に定めるもののほか、亀岡市財務規

則の定めるところによる。 

⑺ 予定価格は公表しないものとする。 

 

９ 問い合わせ先 

〒621－8501 

京都府亀岡市安町野々神8番地 

亀岡市総務部 契約検査課 

 （電話番号 0771-25-5009） 

 （FAX番号  0771-25-5157） 

 電子メールアドレス： 

  sikkou-kanri@city.kameoka.lg.jp 
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 ホームページ： 

  https://www.city.kameoka.kyoto.jp 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第８８号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和５年１０月１０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市保津町弐番１１の８の一部、１１

の９、六條口５４の１９、５４の２０、 

５４の２１、５４の２２、５４の２３、 

５４の２７、市有地 

（関連区域） 

 亀岡市保津町弐番７の２１の一部、六條

口２０の３１の一部、５４の１の一部、 

５４の２の一部、５４の１８の一部、５４

の２４の一部、５４の２５の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称 

亀岡市安町野々神８ 

亀岡市（担当部署：こども未来部保育課） 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第８９号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和５年１０月１２日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  5道改第10号 

⑵ 工 事 名  市道クニッテルフェルド通外2線道路改良工事（その5） 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市追分町大堀地内外 

⑷ 工 事 種 別  土木一式工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長               Ｌ＝157.7ｍ 

          ・管路工（幹線部） 

            埋設管路（φ150㎜）        Ｌ＝252ｍ 

            埋設管路（φ75㎜）        Ｌ＝1,055ｍ 

            埋設管路（φ100㎜）        Ｌ＝977ｍ 

          ・プレキャストボックス工 

            プレキャストボックス       Ｎ＝12箇所 

⑹ 工 期  契約日の翌日から令和6年3月31日まで 

⑺ 部 分 払  無 

⑻ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑼ 中間 前金 払   請負金額500万円以上かつ工期150日以上（変更工期を含む。）で前払金

の支払を受けており、工期の2分の1が経過していること、工程表により工

期の2分の1が経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること、当該工事に係る既済作業に要する経費が請負代

金の2分の1以上に相当することのいずれの要件にも該当し、認定された場

合に限り請求できる。（中間前払金は請負金額の20％以内 保証事業会社

の保証が必要） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契 約 保 証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工
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事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和5年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「土木一式工事」の「Ａ1等級」に認

定された者のうち、希望順位1位で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参

加は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事（土木一式工事）が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和4年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ1等級

対象工事）の競争入札により落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるもの

をいう。ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札

したものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事

（Ａ1等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格

を失う。） 

⑷ 受注金額が1億円を超える場合は、入札に参加することができない。 

（※受注金額は、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した土木一式工事、建築一式工

事及び水道施設工事における受注総計額とする。また、公告日から開札日までの間に、受注金

額が1億円を超える場合は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失うこととする。ただ

し、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるもの、亀岡市長以外と契約した工事や契約変更の増

減額は対象外とする。） 

⑸ 受注件数が1件ある場合は、入札に参加することができない。 

（※受注件数とは、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した土木一式工事（Ａ1等級対

象工事）で受注した件数をいう。また、公告日から開札日までの間に、他の土木一式工事（Ａ

1等級対象工事）の競争入札で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失

う。ただし、災害復旧工事、随意契約、ＪＶによるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは受注件数に含まない。） 

⑹ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑺ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

⑵ 配置予定技術者調書 （別紙様式2） 

※ 入札参加資格確認申請時に配置予定技術者が特定できない場合には、複数の候補者を記載

することができるが、その場合は全ての候補者について、条件を満たしていなければならな

い。 
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 配置予定技術者調書に記載された現場代理人及び監理技術者（入札参加要件に特別な記載

がなく、下請総額が4,500万円（建築一式は7,000万円）未満の場合は主任技術者）は、契約

工期中、当該工事に専任できるものとし、他工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者、

営業所の専任技術者等、重複の配置は認めない。ただし、請負金額が4,000万円（建築一式

工事の場合は8,000万円）未満の場合は、監理技術者等を非専任で配置することができる。 

 なお、平成26年3月1日以降、主任技術者に限り、工事の対象となる工作物に一体性若しく

は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の

相互の間隔が10㎞程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、これら

の工事について兼任することができる。 

 また、配置予定技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を記載するこ

と。（恒常的な雇用関係とは、入札参加資格確認申請の日以前におおむね3箇月以上の雇用

関係があることをいう。） 

⑶ 配置予定技術者が持っている資格・免許等を証する書面等の写し 

※ 配置予定技術者調書に記載した資格・免許等に関するものを添付すること。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和5年10月12日（木） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和5年10月12日（木） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和5年10月24日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年10月25日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年10月26日（木） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和5年10月23日（月）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年10月27日（金）午後3時まで 

共通事項5-1のとお

り 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年10月31日（火） 

午後5時まで 

共通事項5-1のとお

り 

入札期間 令和5年11月6日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年11月7日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 
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予定価格の公表 令和5年11月7日（火）午後4時以降 入札情報公開システ

ムによる 

予定価格に関する質問の

受付 

予定価格の公表をしたときから 

令和5年11月9日（木）正午まで 

共通事項5-2のとお

り 

予定価格に関する質問へ

の回答 

令和5年11月10日（金）まで 共通事項5-2のとお

り 

 【予定価格に関する質

問がないとき】 

【予定価格に関する質

問があるとき】 

 

開札日時 令和5年11月10日（金） 

午前9時30分 

令和5年11月13日（月）

午前10時 

電子入札システムに

よる 

再度入札を行う場合の入

札期間 

令和5年11月13日（月） 

午前9時から午後3時ま

で 

令和5年11月14日（火）

午前9時から午後3時ま

で 

共通事項6のとおり 

再度入札の開札日時 令和5年11月13日（月） 

午後3時以降 

令和5年11月14日（火）

午後3時以降 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書と配置予定技術者調書に

より、基本事項について確認を行い、資格の有無を審査したものであり、配置予定技術者調書と

確認資料による詳細な審査は、開札後行うものである。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当工事の入札に参加できないとともに、亀岡

市の指名停止措置を行うことがある。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の送信をしようとして、パソコントラブルにより送信

が間に合わず入札書不着になるケースも懸念されるので、入札書等は「原則として、入札書受

付期間の1日目に提出する」こととし「2日目は（1日目にトラブル等が発生した場合の）予備

日」として、必ず受付期間内に間に合うように提出すること。 

⑷ その他については、共通事項のとおりとする。 
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（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第９０号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この工事は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和５年１０月１６日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事の概要等 

⑴ 工 事 番 号  5道舗改第2号 

⑵ 工  事  名  市道安町4号線道路舗装改良工事 

⑶ 工 事 場 所  亀岡市安町地内 

⑷ 工 事 種 別  舗装工事 

⑸ 工 事 概 要  工事延長 Ｌ＝390.2ｍ  工事幅員 Ｗ＝6.00ｍ～10.00ｍ 

          構造物撤去工 

            舗装版破砕                 Ａ＝2,544.4㎡ 

          運搬処理工 

            As殻運搬・処分               Ｖ＝127.2㎡ 

          舗装工 

            不陸整正                  Ａ＝2,544.3㎡ 

            表層                    Ａ＝2,544.3㎡ 

          区画線工 

            溶融式区画線（白色）            一式 

            溶融式区画線（矢羽根・青）         Ｎ＝19箇所 

            溶融式区画線（誘導ライン・青）       Ｎ＝16箇所 

            貼付式溶融路面標示シート（自転車マーク）  Ｎ＝4枚 

            貼付式溶融路面標示シート（破線矢印）    Ｎ＝4枚 

          仮設工                     一式 

⑹ 予定価格（税込）  17,785,900円 

          【入札書比較価格（税抜） 16,169,000円】 
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⑺ 工 期  契約日の翌日から120日間 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  有（当該工事契約金額の40％以内 保証事業会社の保証が必要） 

⑽ 最低制限価格  採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契 約 保 証 金   落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同

時に納入しなければならない。この場合において、銀行その他契約担当者

が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社

をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工

事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った

場合は、契約保証金を免除する。 

⒀ 支給材料及び貸与品  無 

⒁ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和5年度亀岡市建設工事入札参加資格審査において、「舗装工事」に登録された者のうち、

希望順位2位以上で、亀岡市内に本社（本店）を置く者とする。また、入札参加は単体とし、

共同企業体は認めない。 

⑵ 特記仕様書及び建設業法に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 手持ち工事が1件以上ある場合は、入札に参加することができない。 

（※手持ち工事とは、亀岡市が実施する令和5年4月1日以降に発注した舗装工事の競争入札に

より落札した工事で、公告の日現在、工事完成届が未提出であるものをいう。ただし、災害復

旧工事、随意契約、ＪＶ案件、単価契約案件によるものや亀岡市長以外と契約予定で落札した

ものは手持ち工事に含まない。また、公告日から開札日までの間に、他の舗装工事の競争入札

で落札した業者は、落札した時点で本案件への入札参加資格を失う。） 

⑷ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑸ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 

※ 本案件では、「配置予定技術者調書」「資格・免許等を証する書面等の写し」の提出は求

めない。 

 

４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和5年10月16日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 
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設計図書等の閲覧期間 令和5年10月16日（月） 

午後3時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和5年10月23日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年10月24日（火） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年10月25日（水） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和5年10月20日（金）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年10月26日（木）午後3時まで 

共通事項5のとおり 

 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年10月27日（金）午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 

 

 

令和5年10月31日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年11月1日（水） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

 

開札日時 令和5年11月2日（木） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書により、基本事項につい

て確認を行い、入札参加資格の有無を審査したものであり、詳細な審査は、開札後行うものであ

る。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制

限価格未満で入札した者は失格とする。 

 

７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事に係る契約の締結までの間において、当該落札者が

入札参加資格要件を満たさなくなった場合には、当該工事契約を締結しないことがある。 
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⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当工事の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第９１号 

 

 旧農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律

第６５号）第１８条第１項の規定により、農用

地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の

規定により公告し、その関係書類を次により縦

覧に供する。 

 

   令和５年１０月１６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 令和５年１０月１６日以後、常時備え置

くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第９２号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和５年１０月１６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市三宅町野々神１の１５９、４、５、

市有地 

（関連区域） 

 市有地、府有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

京都市西京区大枝北沓掛町５丁目２３の３ 

眞城 盛東 

 

「掲示済」 
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 亀岡市公告第９３号 

 

 一般競争入札（条件付き）を執行するので、次のとおり公告する。 

 なお、この業務は、亀岡市電子入札システムによる電子入札対象案件である。 

 

   令和５年１０月２４日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 業務の概要等 

⑴ 業 務 番 号  水委第14号 

⑵ 業 務 名  水道老朽管耐震化工事（千代川・大井）設計支援業務委託 

⑶ 業 務 場 所  亀岡市千代川町地内外 

⑷ 業 務 種 別  建設コンサルタント業務 

⑸ 業 務 内 容  業務延長  Ｌ＝655ｍ（千代川工区その1） 

                Ｌ＝508ｍ（大井工区その1） 

          図面、数量計算書等変更業務   1式 

⑹ 予定価格（税込）  1,980,000円 

          【入札書比較価格（税抜） 1,800,000円】 

⑺ 履 行 期 間  契約日の翌日から令和6年3月11日まで 

⑻ 部 分 払  無 

⑼ 前 金 払  無 

⑽ 最低制限価格  不採用 

⑾ 入札 保証 金  免除 

⑿ 契約 保証 金  免除 

⒀ 契約書の要否  要 

 

２ 入札参加資格要件 

⑴ 令和5年度亀岡市測量・建設コンサルタント等入札参加資格審査において、「上水道及び工

業用水道」に登録している者のうち、京都府内に本社（本店）、支社（支店）又は営業所を置

く者とする。また、入札参加者は単体とし、共同企業体は認めない。 

⑵ 仕様書に基づく技術者の配置が可能であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していないこと。 

⑷ 入札参加申請時において、国又は地方公共団体の指名停止期間中でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請時の提出書類 

⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書 （別紙様式1） 
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４ 入札手続等 

手 続 等 期間・期日・期限 等 手続の方法等 

入札参加資格確認申請書

等の配布期間 

令和5年10月24日（火） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

設計図書等の閲覧期間 令和5年10月24日（火） 

午後1時から 

共通事項2のとおり 

入札参加資格確認申請書

等の受付 

令和5年10月31日（火） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年11月1日（水） 

午前9時から午後4時まで 

共通事項3のとおり 

入札参加確認通知の送付 令和5年11月6日（月） 

午後5時までに電子入札システムにより通知 

共通事項3のとおり 

質疑の受付 申請書等に関する質問 

令和5年10月30日（月）午後5時まで 

設計図書に関する質問 

令和5年11月7日（火）午後3時まで 

共通事項5のとおり 

質疑の回答 申請書等に関する回答：随時 

設計図書に関する回答 

令和5年11月9日（木）午後5時まで 

共通事項5のとおり 

入札期間 令和5年11月13日（月） 

午前9時から午後5時まで 

令和5年11月14日（火） 

午前9時から午後3時まで 

共通事項6のとおり 

開札日時 令和5年11月15日（水） 

午前10時 

電子入札システムに

よる 

（注）都合により開札日時を変更する場合は、開札までに連絡する。 

   入札システム停止時間帯は受付できない。 

 

５ 入札参加資格の確認 

 入札参加申請を受付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 

 なお、この入札参加資格の確認は、一般競争入札参加資格確認申請書により、基本事項につい

て確認を行い、入札参加資格の有無を審査したものであり、詳細な審査は、開札後行うものであ

る。 

 

６ 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 
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７ その他 

⑴ 落札者の決定後、当該入札に付する工事

に係る契約の締結までの間において、当該

落札者が入札参加資格要件を満たさなく 

なった場合には、当該業務委託契約を締結

しないことがある。 

⑵ 入札参加申請書に虚偽の記載をした場合

には、当業務の入札に参加できないととも

に、亀岡市の指名停止措置を行うことがあ

る。 

⑶ 2日目の締切間際に電子入札の入札書の

送信をしようとして、パソコントラブルに

より送信が間に合わず入札書不着になる 

ケースも懸念されるので、入札書等は「原

則として、入札書受付期間の1日目に提出

する」こととし「2日目は（1日目にトラブ

ル等が発生した場合の）予備日」として、

必ず受付期間内に間に合うように提出する

こと。 

⑷ その他については、共通事項のとおりと

する。 

 

（問い合わせ先） 

    亀岡市 総務部 契約検査課 

    （電話 0771-25-5041） 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第９４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２９条第１項に関する工事が完了したので、次

のとおり公告する。 

 

   令和５年１０月３１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 工事が完了した開発区域に含まれる地域 

 亀岡市千代川町小林植田８８の一部、 

８９の一部、９２の１の一部、９２の２の

一部、９４の１の一部、９４の２の一部、

市有地 

（関連区域） 

 亀岡市千代川町小林植田８４の２の一部、

８４の３の一部、８８の一部、８９の一部、

９２の１の一部、９２の２の一部、９２の

３の一部、９３の一部、９４の１の一部、

９４の２の一部、９４の３の一部、市有地 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

京都市山科区音羽前出町３３の１ 

ライオンズマンション山科音羽２０４号 

中澤 みさ子 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

              ACOON HIBINO 

亀岡市の文化施策を推進するため亀岡市市政ア

ドバイザーとして参与に委嘱します 

任期は令和６年３月３１日までとします 

             植 木 孝 宜 

             佐 藤 明 美 

             東 原 博 司 

             樋 垣   諒 

（各 通）
        國 代 一 祥 

             佐 野 由美子 

             俵   知 可 

             辰 巳 哲 也 

             植 木 多津子 

亀岡市休日急病診療所運営委員会委員に委嘱し

ます 

   令和５年１０月１日 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、令和４年度財政援助

団体等監査の結果に基づき講じた措置について、亀岡市長から通知があったので、次のとおり公表

する。 

 

   令和５年１０月２６日 

 

                            亀岡市監査委員 関本孝一 

                            亀岡市監査委員 小川克己 

 

令和４年度財政援助団体等監査結果に対する措置状況 

 

指 摘 事 項 講 じ た 措 置 

まちづくり推進部 都市整備課 

（ア）公益財団法人亀岡市都市緑花協会給与規程に

おいて、給与の額及び支給方法については亀岡

市一般職員の給与に関する条例の例によるもの

とすると定められているにもかかわらず、休日

の勤務について条例と異なる対応をしている事

例が見受けられた。 

 今後は市の規定に沿った対応を行うよう、改

善指示されたい。 

（イ）公益財団法人亀岡市都市緑花協会臨時雇用職

員就業規則及び公益財団法人亀岡市都市緑花協

会給与規程において、基準としている市の規則

の廃止が反映されていない条文が見受けられ

た。 

 当該規則及び規程の見直しを行うよう改善指

示されたい。 

 

 今後は市の規定に沿った対応を行うよう

改善指示を行い、了承を得た。 

 

 

 

 

 

 

 令和５年度第４回公益財団法人亀岡市都

市緑花協会理事会（令和５年９月２５日開

催）において、以下の規則及び規程の見直

しが行われたと報告を受けた。 

ａ 公益財団法人亀岡市都市緑花協会臨時

雇用職員就業規則 
ｂ 公益財団法人亀岡市都市緑花協会給与

規程 
ｃ 公益財団法人亀岡市都市緑花協会嘱託

職員就業規則 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

任免及び辞令 
 

             木 曽 布 恭 

             木 村 恵 子 

             篠 部 昌 和 

（各 通）
        隅 田 盛 和 

             柴 田 琢 磨 

             渡 邉 美 園 

             竹 村 輝 彦 

             栗 山 亨 典 

安詳小学校 学校運営協議会委員に委嘱します 

任期は令和７年１０月５日までとします 

   令和５年１０月６日 

 

             梅 本 靖 博 

             坂 本 雅 子 

             鎌 田 智 子 

             清 水 由 士 

（各 通）        中 村 典 孝 

             山 下 正 己 

             松 本 智 沙 

             佐 田 留 男 

             中 村 純 子 

詳徳小学校 学校運営協議会委員に委嘱します 

任期は令和７年１０月１２日までとします 

   令和５年１０月１３日 

選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６６号 

 

 令和５年１０月２２日執行予定の亀岡市長選

挙におけるポスター掲示場の設置場所を次のよ

うに定める。 

 

   令和５年１０月４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

【省 略】 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６７号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

係る各候補者の選挙運動費用収支報告書の要旨

の公表は、亀岡市公報により行う。 

 

   令和５年１０月１０日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６８号 

 

 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する有

権者総数の５０分の１の数、亀岡市の事務の執

行に関する監査の請求に要する有権者総数の 

５０分の１の数及び合併協議会設置の請求に要

する有権者総数の５０分の１の数は、次のとお

りである。 

 

   令和５年１０月１４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１，４５９人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第６９号 

 

 亀岡市議会の解散請求に要する有権者総数の

３分の１の数並びに亀岡市の市長、副市長、教

育長、教育委員会の委員、選挙管理委員、監査

委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する有

権者総数の３分の１の数は、次のとおりである。 

 

   令和５年１０月１４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

２４，３０３人 

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７０号 

 

 合併協議会設置協議について選挙人の投票に

付する請求に要する有権者総数の６分の１の数

は、次のとおりである。 

 

   令和５年１０月１４日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１２，１５２人 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７１号 

 

 亀岡市長選挙の期日を次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

選挙の期日  令和５年１０月２２日 

 

「掲示済」 



 
亀 岡 市 公 報 

 33

第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７２号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける選挙長及び同職務代理者を次のとおり選

任した。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

選 挙 長 省略 俣野 健一郎 

同職務代理者 省略 美 馬 義 晴 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７３号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいて、選挙長が立候補の届出の受付等の事務

を取り扱う場所及び亀岡市選挙管理委員会が選

挙の管理執行を行う場所は、次のとおりである。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

 亀岡市安町野々神８番地 

   亀岡市選挙管理委員会事務局 

   （亀岡市役所内） 

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７４号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける候補者１人についての選挙運動に関する

支出金額の制限額は、次のとおりである。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

 亀岡市長選挙 

       ９，００５，５００円 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７５号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいて用いる街頭演説用標旗、腕章等の配色を

次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

亀岡市長選挙 

  街 頭 演 説 用 標 旗 

     白地に黒色の文字 

  街 頭 演 説 用 腕 章 

     白地に黒色の文字 

  自動車の乗員用腕章 

     白地に黒色の文字 

  自 動 車 の 表 示 板 

     白地（木板）に黒色の文字 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

  拡 声 機 の 表 示 板 

     白地（木板）に黒色の文字 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７６号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいて用いる投票用紙の様式を次のように定め

る。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

    （表）        （裏） 

       

令
和
５
年
執
行 

亀
岡
市
長
選
挙
投
票 

 
 

 

一 

候
補
者

こ
う
ほ
し
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の
氏
名

し

め

い

は
、
欄
内
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ん
な
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に
一
人

ひ
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書か

く
こ
と
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ほ
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し

め

い

は
、
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か
な
い
こ
と
。 

候補者
こ う ほ しゃ

氏名
し め い

 

 

 

 

 

    （表）        （裏） 

       

令
和
５
年
執
行 

亀
岡
市
長
選
挙
投
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一 

候
補
者

こ
う
ほ
し
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の
氏
名

し
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い

を
一
人

ひ

と

り

書か

く
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。 

 
 
 

二 

候
補
者

こ
う
ほ
し
ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏
名

し

め

い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。 

点
字
投
票 

 

 

 

備考 投票用紙は白色とし、文字は黒色のイン

キで印刷し、印は黒色のインキで刷込式と

する。 

 

「掲示済」 

 

（注意
ちゅうい

）

亀
岡
市
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挙
管
理
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員
会
之
印 

（注意
ちゅうい

）

亀
岡
市
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挙
管
理
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員
会
之
印 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７７号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙における期日前投票所を次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 俣野健一郎 

 

施 設 名 所 在 地 

亀岡市役所 市民ホール 亀岡市安町野々神８番地 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７８号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙における期日前投票所に係る投票管理者及び同職務代

理者を次のとおり選任した。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 俣野健一郎 

 

令和５年１０月２２日執行 亀岡市長選挙 

期日前投票所における投票管理者・同職務代理者 一覧表 

 

⑴ 市役所 市民ホール 

職務を行うべき日 
投 票 管 理 者  同職務代理者  

氏 名 住  所 氏 名 住  所 

令和5年10月16日 小 島 香代子 省略 中 井 康 雄 省略 

令和5年10月17日 俣 野 健一郎 省略 小 島 香代子 省略 

令和5年10月18日 美 馬 義 晴 省略 俣 野 健一郎 省略 

令和5年10月19日 中 井 康 雄 省略 美 馬 義 晴 省略 

令和5年10月20日 小 島 香代子 省略 中 井 康 雄 省略 

令和5年10月21日 俣 野 健一郎 省略 小 島 香代子 省略 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７９号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙における各投票区の投票所を次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 俣野健一郎 

 

投票区名 投票所の施設 所在地 

第 １ 投票区 亀岡小学校 亀岡市内丸町１５番地 

第 ２ 投票区 亀岡市役所市民ホール 亀岡市安町野々神８番地 

第 ３ 投票区 東別院町ふれあいセンター 亀岡市東別院町東掛一アン１５番地８ 

第 ５ 投票区 亀岡市西別院生涯学習センター 亀岡市西別院町柚原佃１７番地 

第 ６ 投票区 犬甘野児童館 亀岡市西別院町犬甘野霜ノ下２、３、４番地 

第 ７ 投票区 曽我部公民館 亀岡市曽我部町南条北荒水代４番地１ 

第 ８ 投票区 寺区公民館 亀岡市曽我部町寺広畑１２番地 

第 ９ 投票区 吉川公民館 亀岡市吉川町吉田沢６３番地 

第１０投票区 亀岡市薭田野生涯学習センター 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻９番地１ 

第１２投票区 ほんめ町ふれあいセンター 亀岡市本梅町井手梅原３番地 

第１３投票区 西加舎公民館 亀岡市本梅町西加舎塩賀１４番地１ 

第１４投票区 畑野町公民館 亀岡市畑野町千ケ畑西山５番地１ 

第１５投票区 土ケ畑公民館 亀岡市畑野町土ケ畑堂ノ下１９番地 

第１６投票区 宮川公民館 亀岡市宮前町宮川谷ノ下１０３番地 

第１７投票区 神前ふれあいサロン 亀岡市宮前町神前平見１番地１ 

第１８投票区 猪倉公民館 亀岡市宮前町猪倉森ノ下１０番地 

第１９投票区 大井小学校 亀岡市大井町並河１丁目３番１号 

第２０投票区 小金岐区会議所 亀岡市大井町小金岐馬場崎２１番地 

第２１投票区 千代川町自治会館 亀岡市千代川町北ノ庄国主ケ森１９番地 

第２２投票区 北ノ庄会議所 亀岡市千代川町北ノ庄市場２番地 

第２３投票区 馬路生涯学習センター 亀岡市馬路町流川２番地１ 

第２４投票区 池尻区公民館 亀岡市馬路町池尻６０番地１ 

第２５投票区 馬路老人センター 亀岡市馬路町小米田４５番地４ 

第２６投票区 旭コミュニティセンター 亀岡市旭町年角２５番地 

第２７投票区 山階公民館 亀岡市旭町井戸ノ下２１１番地２ 

第２８投票区 国分公民館 亀岡市千歳町国分西垣内１５番地１ 

第２９投票区 千歳町自治会事務所 亀岡市千歳町千歳垣根２番地３ 

第３０投票区 出雲会議所 亀岡市千歳町千歳南所２６番地 

第３１投票区 亀岡市河原林生涯学習センター 亀岡市河原林町河原尻上六反田９番地１ 

第３２投票区 勝林島会議所 亀岡市河原林町勝林島稲荷５３番地 

第３３投票区 保津児童館 亀岡市保津町弐番１１番地１ 

第３５投票区 赤熊公民館 亀岡市東本梅町赤熊南垣内２２番地 

第３６投票区 大内営農センター 亀岡市東本梅町大内上条３０番地 

第３７投票区 安詳小学校 亀岡市篠町篠中北裏６８番地 

第３８投票区 東つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市東つつじケ丘都台３丁目６番７号 

第３９投票区 西つつじケ丘ふれあいセンター 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目１２番１３号 

第４０投票区 亀岡市文化資料館 亀岡市古世町中内坪１番地 

第４１投票区 詳徳小学校 亀岡市篠町柏原田中３番地１ 

第４２投票区 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４３番１号 

第４３投票区 見立自治会館 亀岡市東別院町鎌倉見立１９番地１７１ 

第４４投票区 西山区集会所 亀岡市篠町王子唐櫃越 1番地５１ 

第４５投票区 小林区会議所 亀岡市千代川町小林植田６１番地 

 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８０号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙における各投票区の投票管理者及び同職務代理者を次

のとおり選任した。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 俣野健一郎 

 

令和５年１０月２２日執行 亀岡市長選挙 投票管理者・同職務代理者一覧表 

地区名 
投票区 
番 号 

投 票 管 理 者 同 職 務 代 理 者 

氏  名 住    所 氏  名 住    所 

亀 岡 
1 岡 本 保 博 省略 藤 田 雅 史 省略 

2 武 内 政 一 省略 巻 田 晃 宏 省略 

東別院 3 藤 原 清 次 省略 乾   彰 展 省略 

西別院 
5 長 野 烈 士 省略 西 村 重 喜 省略 

6 林   正 平 省略 田 村 知 弘 省略 

曽我部 
7 圡 岐 敏 男 省略 伊 藤 正 人 省略 

8 齋 藤   厚 省略 宮 川 泰 一 省略 

吉 川 9 赤 田 雅 光 省略 白 崎 徹 也 省略 

薭田野 10 麻 田 栄 隆 省略 成 田 一 真 省略 

本 梅 
12 兒 嶋 高 志 省略 中 川 正 大 省略 

13 小 林   功 省略 谷   健 太 省略 

畑 野 
14 野 田 行 弘 省略 岡 本 英 明 省略 

15 谷 口 文 雄 省略 竹 村 直 樹 省略 

宮 前 

16 西 田 章 夫 省略 工 藤   彰 省略 

17 森      省略 山 口 裕 貴 省略 

18 太 田 覚 一 省略 岡 本 圭 介 省略 

大 井 
19 三 宅 吉 樹 省略 近 藤 洋 介 省略 

20 髙 橋   正 省略 森 田 幸 治 省略 

千代川 
21 八 木 喜 和 省略 美 馬 大 人 省略 

22 俣 野 修 宏 省略 俣 野 孝 明 省略 

馬 路 

23 － 省略 谷   裕 幸 省略 

24 中 川 俊 和 省略 佐 藤 知 草 省略 

25 堤   章 好 省略 足 立 慎 吾 省略 

旭 
26 平 井   正 省略 平 井   透 省略 

27 射 場 和 美 省略 川 勝 洋 太 省略 

千 歳 

28 渡 邉 正 満 省略 廣 瀬 直 人 省略 

29 西 田 又 康 省略 廣 瀬 敬 太 省略 

30 杉 﨑 隆 男 省略 今 西 洋 希 省略 

河原林 
31 八 木 秀 一 省略 岩 本 尚 志 省略 

32 桂   眞 一 省略 林 田 和 也 省略 

保 津 33 廣 瀨 文 章 省略 山 口 福 子 省略 

東本梅 
35 橋 本 政 信 省略 井 内 康 博 省略 

36 中 西   顯 省略 古 﨑   忠 省略 

篠 37 冨士原 俊 行 省略 橋 本 大 佑 省略 

篠・東つつじ 38 山 田 音 弘 省略 石 津   仁 省略 

西つつじ 39 野 中 康 朗 省略 串 﨑   眞 省略 

亀 岡 40 岡 本 保 文 省略 太 田 健一郎 省略 

篠 41 山 本   巖 省略 谷   智 行 省略 

南つつじ 42 池 藤 佳予子 省略 中 西 孝 臣 省略 

東別院 43 岡 田 幸 由 省略 曽我部   育 省略 

篠 44 中 村    省略 山 下 大 輔 省略 

千代川 45 川 勝 哲 也 省略 松 永 恵理子 省略 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８１号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける選挙会の場所及び日時を次のように定め

る。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１ 場 所  ガレリアかめおか 

       亀岡市余部町宝久保１番地１ 

 

２ 日 時  令和５年１０月２２日 

       午後９時 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８２号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける開票事務は、選挙会場において選挙会事

務に合わせて行う。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８３号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける選挙公報掲載申請の期限は、令和５年 

１０月１５日とする。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８４号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う

場所及び日時は、次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  令和５年１０月１５日 

       午後５時 

 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８５号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける投票記載所の氏名等掲示の掲載順序を定

めるくじを行う場所及び日時を次のように定め

る。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  令和５年１０月１５日 

       午後５時２０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８６号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける選挙立会人を定めるくじを行う場所及び

日時を次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

１ 場 所  亀岡市安町野々神８番地 

       亀岡市役所 

 

２ 日 時  令和５年１０月１９日 

       午後５時３０分 

「掲示済」 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８７号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいて用いる政治活動用自動車の表示板の配色

を次のように定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

  政治活動用自動車の表示板 

     白地（木板）に黒色の文字 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８８号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいて選挙運動用ビラ証紙交付票及び政治活動

用ポスター証紙交付票に使用する印を次のよう

に定める。 

 

   令和５年１０月１５日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

亀岡市選挙管理員会規程（昭和３０年亀岡

市選挙管理委員会告示第２号）第１９条で

定める亀岡市選挙管理委員会の印 

 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第８９号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙における第２３投票区の投票管理者を次のとおり選任

した。 

 

   令和５年１０月１６日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 俣野健一郎 

 

投 票 区 氏   名 住   所 

第２３投票区 兼吉  学 省略 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第９０号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙における投票管理者職務代理者を次のとおり変更した。 

 

   令和５年１０月１９日 

 

                     亀岡市選挙管理委員会委員長 俣野健一郎 

 

選 挙 区 
変  更  後 変  更  前 

住  所 氏 名 住  所 氏 名 

第４０投票区 省略 笠井 祥子 省略 太田 健一郎 

 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

 亀岡市選挙管理委員会告示第９１号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいては、公職選挙法第７６条において準用す

る同法第６２条第２項、第４項又は第５項の規

定による選挙立会人を定めるくじは、行わない。 

 

   令和５年１０月１９日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第９２号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おける選挙会の日時を次のように変更する。 

 

   令和５年１０月２２日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

選挙会日時  令和５年１０月２２日 

       午後８時５０分 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第９３号 

 

 令和５年１０月２２日執行の亀岡市長選挙に

おいて当選した当選人の住所及び氏名は、次の

とおりである。 

 

   令和５年１０月２３日 

 

        亀岡市選挙管理委員会 

          委員長 俣野健一郎 

 

住  所 氏  名 

省略 桂川 孝裕 

 

「掲示済」 
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第９４６号令和５年１１月１５日発行 

農業委員会欄 
 

公 告 
 

 亀岡市農業委員会公告第１１号 

 

 令和５年１０月定例総会を下記のとおり公告

する。 

 

   令和５年１０月２日 

 

          亀岡市農業委員会 

            会長 神﨑 弥 

 

記 

 

１ 日 時 

   令和５年１０月５日（木） 

   午後１時３０分から 

２ 場 所 

   亀岡市役所 ３階 

   ３０２・３０３会議室 

３ 議 題 

・第１号議案 農地法第１８条第６項の規定

による通知の承認について 

・第２号議案 農地法第３条の規定による許

可申請に係る許可について 

・第３号議案 農地法第５条の規定による許

可申請に係る意見について 

・第４号議案 非農地証明交付について 

・第５号議案 令和５年１１月農用地利用集

積計画（農地中間管理機構・

利用権設定） 

・第６号議案 令和５年１１月都市農地貸借

事業計画（都市農地貸借法） 

・報告第１号 農地法第５条の規定による届

出の受理について 

「掲示済」 
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